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国家発展改革委員会 商務部 

2020 年外商投資ネガティブリストを公布 

 
2020 年 6 月 23 日、国家発展改革委員会と商務部は『外商投資参入特別管理措置（ネガティブリス

ト）（2020 年版）』（第 32 号令、以下は『全国版外資ネガティブリスト 2020』という）および『自由

貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2020 年版）』（第 33 号令、以下は『自

貿区版外資ネガティブリスト 2020』という）を公布し、2020 年 7 月 23 日から施行します。 
 

1. 政策の背景 
2020 年 1月 1日より正式に実施された『外商投資法』及びその実施細則は、法令の形で外商投資に

対する「参入前国民待遇」＋「（外資）ネガティブリスト」の管理制度を確定しました。うち、「参入

前国民待遇」とは、投資参入段階において外資に対し、内資と同等の待遇を提供し、内資・外資を統

一にした『市場参入ネガティブリスト』を適用する。「（外資）ネガティブリスト」は特定領域におい

て外資に対する参入特別管理措置を実施、即ち『外資ネガティブリスト』を適用します。 

今回、『全国版外資ネガティブリスト 2020』、『自貿区版外資ネガティブリスト 2020』が同時に公

布され、いずれも 2019 年版よりさらに規制業種が削減されました。なお、「自貿区で先に試行」の原

則に基づき、『自貿区版外資ネガティブリスト 2020』はさらに開放的となります。 

2. 本規定の主要内容 
1) 『外商投資法』とのつながり 

『外商投資法』の規定と合わせるべく、『全国版外資ネガティブリスト 2020』、『自貿区版外資ネ

ガティブリスト 2020』（以下、「2020 版外資ネガティブリスト」という）は以下の面で調整され

ました。 

① 外資参入管理を具体化 
『外商投資法』の施行後、外商投資企業の登記登録は商務部門で審査・届出する必要がなくなり、

市場監督管理部門が管理する登記機関が形式審査を行うことになりました。外商投資の固定資産

投資プロジェクトに対しては、依然関連規定に基づき審査・届出する必要があります。「2020 版

外資ネガティブリスト」は説明の部分で以下の調整を行いました： 

関連主管部門は法に基づき職責を履行する過程において、域外投資者が『外商投資参入ネガティ

ブリスト』許容の範囲に投資するが、『外商投資参入ネガティブリスト』の規定に適合しない場合

に対し、許可、企業登記登録等の関連事項を取り扱わない。固定資産投資プロジェクト認可に係

る場合、関連認可事項を取り扱わない。投資に持分の要求がある領域において、外商投資パート

ナー企業を設立してはならない。 

商用車製造の外資持分比率の制限を撤廃。 

金融業（証券会社、ファンド会社、コモディティ会社、生命保険会社）の外資持分比率の制限を撤廃。 

 「自貿区版」は「全国版」の基礎の上に、さらに漢方薬製剤、職業教育機構等の業界を開放。 

【 ポイント 】 
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② 中外合作経営の関連規定を調整 
『外商投資法』の施行後、『中外合作経営企業法』は併せて廃止されます。「2020 版外資ネガティ

ブリスト」は中外合作経営の関連規定を削除しました。 

 「マーケティング調査」は「合弁、合作に限定」を「合弁に限定」に調整。 

 「医療機構」は「合弁、合作に限定」を「合弁に限定」に調整。 

③ 例外規定を追加 
「外資ネガティブリスト」は年に 1回更新されてきましたが、外商投資の状況が複雑で、特異な

状況が出る可能性があります。よって、「2020 版外資ネガティブリスト」に例外規定を追加しま

した： 

国務院の関連主管部門の審査を経て、国務院の批准を得た場合、特定の外商投資は『外商投資参

入ネガティブリスト』における関連領域の規定に適用しないことができる。  

 

2) 「2019版外資ネガティブリスト」との比較 

「2020 版外資ネガティブリスト」は主に以下の分野でさらに外資に開放しました： 

① サービス業の重点領域 

 金融：証券会社、ファンド会社、コモディティ会社、生命保険会社の外資持分制限を撤廃 

 インフラ施設：人口 50万以上の都市の給排水パイプ網の建設、運営は中国側でマジョリ

ティを取る制限を撤廃 

 交通運輸：航空交通管制の外商投資禁止を撤廃し、同時に民間用空港関連規定を調整 

② 製造業、農業 

 製造業：商用車製造の外資持分制限を撤廃し、放射性鉱物の製錬、加工、核燃料の生産に

投資禁止の規定を撤廃 

 農業：小麦の新品種の選択育成及び種子の生産の中国側でマジョリティを取る規定を撤廃 

③ 自由貿易試験区での開放試行 

 医薬：漢方薬製剤への外商投資の禁止規定を撤廃 

 教育：外商による学制類職業教育機構の設立を許可 

詳細な比較は以下の通り： 

『全国版外資ネガティブリスト 2020』は全 33条で、2019年より 7条削減され、計 14条の内容に

変更があります（うち、農業 1条、製造業 2条、電力、熱エネルギー、ガス及び水の生産及び供給業

1条、交通運輸、倉庫貯蔵と郵政業 4条、金融業 3条、リースと商務サービス業 1条、科学研究と技

術サービス業 1条、衛生と社会事業 1条）。 

【図表 1】『全国版外資ネガティブリスト』2020 年版と 2019 年版の対比 

No 業界 2019 年版 2020 年版 変化 

1 農業 

1.小麦とトウモロコシの新品種の選択育

成及び種子の生産は、中国側でマジョリ

ティを取らなければならない。 

1.小麦の新品種の選択育成及

び種子の生産は、中国側の持分

比率が 34％以上。トウモロコシ

の新品種の選択育成及び種子

の生産における中国側の持株

比率は、中国側でマジョリティ

を取らなければならない。 

調整 
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2 

製造業 

7.放射性鉱物の製錬、加工、核燃料の生

産に投資禁止。 
- 削除 

3 

9.専用車、新エネルギー車を除き、完成

車製造の中国側の持株比率は 50%を下回

らず、1 社の域外投資者は、同じ種類の

完成車製品を生産する合弁企業を中国国

内に 2 社まで（2 社を含む）設立するこ

とができる。（2020 年に商用車製造の外

資持株比率制限を撤廃。2022 年に乗用車

製造の外資持株比率制限及び 1 社の外商

は同じ種類の完成車製品を生産する合弁

企業を中国国内に 2社まで（2社を含む）

とする制限を撤廃） 

8.専用車、新エネルギー車、商

用車を除き、完成車製造の中国

側の持株比率は 50%を下回ら

ず、1 社の域外投資者は、同じ

種類の完成車製品を生産する

合弁企業を中国国内に 2社まで

（2 社を含む）設立することが

できる。（2022 年に乗用車製造

の外資持株比率制限及び 1社の

外商は同じ種類の完成車製品

を生産する合弁企業を中国国

内に 2 社まで（2 社を含む）と

する制限を撤廃） 

商用車を

開放 

4 

電力、熱エネル

ギー、ガス及び

水の生産及び

供給業 

12.人口 50 万以上の都市の給排水パイプ

網の建設、運営は中国側でマジョリティ

を取らなければならない。 
- 削除 

5 

交通運輸、倉庫

貯蔵と郵政業 

15.公共航空運輸会社は中国側でマジョ

リティを取らなければならず、且つ 1 社

の域外投資者及びその関連会社の投資比

率の合計が 25%を超えてはならない、且

つ法定代表者は中国国籍を所有していな

ければならない。 

13.公共航空運輸会社は中国側

でマジョリティを取らなけれ

ばならず、且つ 1 社の域外投資

者及びその関連会社の投資比

率の合計が 25%を超えてはなら

ない、且つ法定代表者は中国国

籍を所有していなければなら

ない。一般航空会社の法定代表

者は中国国籍を有し、そのう

ち、農業、林業、漁業の一般航

空会社は合弁に限る。その他の

一般航空会社は中国側でマ

ジョリティを取らなければな

らない。 

合併 

6 

16.一般航空会社の法定代表者は中国国

籍を有し、そのうち、農業、林業、漁業

の一般航空会社は合弁に限る。その他の

一般航空会社は中国側でマジョリティを

取らなければならない。 

7 

17.民間用空港の建設、経営は中国側で相

対マジョリティを取らなければならな

い。 

14.民間用空港の建設、経営は

中国側で相対マジョリティを

取らなければならない。外国側

は空港管制塔の建設・運営に参

与してはならない。 

調整 

8 18.航空交通管制に投資禁止。 - 削除 

9 金融業 

22.証券会社の外資持株比率は 51％を超

えてはならない。証券投資ファンド管理

会社の外資持株比率は 51％を超えては

ならない（2021年に外資持株比率制限を

取消）。 

- 削除 
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10 

23.先物取引会社の外資持株比率は 51％

を超えてはならない（2021年に外資持株

比率制限を取消）。 

- 削除 

11 

24.生命保険会社の外資比率は 51％を超

えてはならない（2021年に外資持株比率

制限を取消）。 

- 削除 

12 
リースと商務

サービス業 

26.マーケティング調査は合弁、合作に限

定。そのうち、ラジオ・テレビの視聴調

査については中国側でマジョリティを取

らなければならない。 

19.マーケティング調査は合弁

に限定。そのうち、ラジオ・テ

レビの視聴調査については中

国側でマジョリティを取らな

ければならない。 

調整 

13 
科学研究と技

術サービス業 

30.陸上測量、海洋測量製図、測量製図用

航空撮影、地面移動測量、行政区域境界

測量製図、地形図、世界行政区画地図、

全国行政区画地図、省クラス以下の行政

区画地図、全国版地図教材、地方版地図

教材、リアル三次元地図及びナビゲー

ション電子地図の編製、地域別の地質図、

鉱物地質、地球物理、地球化学、水文地

質、環境地質、地質災害、地質の遠隔探

査等の調査に投資禁止。 

23.陸上測量、海洋測量製図、

測量製図用航空撮影、地面移動

測量、行政区域境界測量製図、

地形図、世界行政区画地図、全

国行政区画地図、省クラス以下

の行政区画地図、全国版地図教

材、地方版地図教材、リアル三

次元地図及びナビゲーション

電子地図の編製、地域別の地質

図、鉱物地質、地球物理、地球

化学、水文地質、環境地質、地

質災害、地質の遠隔探査等の調

査に投資禁止 (鉱業権利人が

その鉱業権利範囲内において

業務を展開する場合この特別

管理措置に制限されない) 。 

調整 

14 
衛生と 

社会事業 

33. 医療機構は合弁、合作に限る。 26.医療機構は合弁に限る。 
調整 

『自貿区版外資ネガティブリスト 2020』は全 30条で、2019年より 7条削減され、計 14条の内容

に変更があります（うち、製造業 2条、電力、熱エネルギー、ガス及び水の生産及び供給業 1条、交

通運輸、倉庫貯蔵と郵政業 4条、金融業 3条、リースと商務サービス業 1条、科学研究と技術サービ

ス業 1条、教育 1条、衛生と社会事業 1条）。 

【図表 2】『自貿区外資ネガティブリスト』2020 年版と 2019 年版の対比 

No 業界 2019 年版 2020 年版 変化 

1 

製造業 

5.漢方煎じ薬の蒸し、炒め、あぶり、焼

成等の調製技術の応用及び漢方製剤の秘

伝処方製品の生産に投資禁止。 

- 削除 

2 

6.専用車、新エネルギー車を除き、完成

車製造の中国側の持株比率は 50%を下回

らず、1 社の域外投資者は、同じ種類の

完成車製品を生産する合弁企業を中国国

内に 2 社まで（2 社を含む）設立するこ

5.専用車、新エネルギー車、商

用車を除き、完成車製造の中国

側の持株比率は 50%を下回ら

ず、1 社の域外投資者は、同じ

種類の完成車製品を生産する

商用車 

開放 
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とができる（2020 年に商用車製造の外資

持株比率制限を撤廃。2022年に乗用車製

造の外資持株比率制限及び 1 社の外商は

同じ種類の完成車製品を生産する合弁企

業を中国国内に 2 社まで（2 社を含む）

とする制限を撤廃。 

合弁企業を中国国内に 2社まで

（2 社を含む）設立することが

できる（2022年に乗用車製造の

外資持株比率制限及び 1社の外

商は同じ種類の完成車製品を

生産する合弁企業を中国国内

に 2 社まで（2 社を含む）とす

る制限を撤廃。 

3 

電力、熱エネル

ギー、ガス及び

水の生産及び

供給業 

9.人口 50万以上の都市の都市ガス、熱エ

ネルギー及び給排水パイプ網の建設、運

営は中国側でマジョリティを取らなけれ

ばならない。 

- 削除 

4 

交通運輸、倉庫

貯蔵と郵政業 

12.公共航空運輸会社は中国側でマジョ

リティを取らなければならなく、且つ 1

社の域外投資者及びその関連会社の投資

比例が 25%を超えてはならない、且つ法

定代表者は中国国籍を所有していなけれ

ばならない（国内航空サービスを経営で

きるのは中国の公共航空運送企業のみ、

且つ中国が指定した運送業者として定期

と不定期の国際航空サービスを提供す

る）。 

10. 公共航空運輸会社は中国

側でマジョリティを取らなけ

ればならなく、且つ 1社の域外

投資者及びその関連会社の投

資比例が 25%を超えてはならな

い、且つ法定代表者は中国国籍

を所有していなければならな

い。一般航空会社の法定代表者

は中国国籍を有し、その中、農

業、林業、漁業の一般航空会社

は合弁に限る。その他の一般航

空会社は中国側でマジョリ

ティを取らなければならない。

（国内航空サービスを経営で

きるのは中国の公共航空運送

企業のみ、且つ中国が指定した

運送業者として定期と不定期

の国際航空サービスを提供す

る。） 

合併 

5 

13.一般航空会社の法定代表者は中国国

籍を有し、その中、農業、林業、漁業の

一般航空会社は合弁に限る。その他の一

般航空会社は中国側でマジョリティを取

らなければならない。 

6 

14.民間用空港の建設、経営は中国側で相

対マジョリティを取らなければならな

い。 

11.民間用空港の建設、経営は

中国側で相対マジョリティを

取らなければならない。外国側

は空港管制塔の建設・運営に参

与してはならない。 

調整 

7 15.航空交通管制に投資禁止。 - 削除 

8 

金融業 

19.証券公司の外資持株比率は 51％を超

えてはならない。証券投資ファンド管理

会社の外資持株比率は 51％を超えては

ならない（2021年に外資持株比率制限を

取消）。 

- 削除 

9 
20.先物取引会社の外資持株比率は 51％

を超えてはならない（2021年に外資持株
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比率制限を撤廃）。 

10 

21.生命保険会社の外資比率は 51％を超

えてはならない（2021年に外資持株比率

制限を撤廃）。 

11 
リースと商務

サービス業 

23.マーケティング調査は合弁、合作に限

定。そのうち、ラジオ・テレビの視聴調

査については中国側でマジョリティを取

らなければならない。 

16.マーケティング調査は合弁

に限定。そのうち、ラジオ・テ

レビの視聴調査については中

国側でマジョリティを取らな

ければならない。 

調整 

12 
科学研究と技

術サービス業 

27.陸上測量、海洋測量製図、測量製図用

航空撮影、地面移動測量、行政区域境界

測量製図、地形図、世界行政区画地図、

全国行政区画地図、省クラス以下の行政

区画地図、全国版地図教材、地方版地図

教材、リアル三次元地図及びナビゲー

ション電子地図の編製、地域別の地質図、

鉱物地質、地球物理、地球化学、水文地

質、環境地質、地質災害、地質の遠隔探

査等の調査に投資禁止。 

20.陸上測量、海洋測量製図、

測量製図用航空撮影、地面移動

測量、行政区域境界測量製図、

地形図、世界行政区画地図、全

国行政区画地図、省クラス以下

の行政区画地図、全国版地図教

材、地方版地図教材、リアル三

次元地図及びナビゲーション

電子地図の編製、地域別の地質

図、鉱物地質、地球物理、地球

化学、水文地質、環境地質、地

質災害、地質の遠隔探査等の調

査に投資禁止(鉱業権利人がそ

の鉱業権利範囲内において業

務を展開する場合この特別管

理措置に制限されない) 。 

調整 

13 教育 

28.就学前、普通高校、高等教育機関は合

作に限って、且つ中国側が主導しなけれ

ばならない（校長又は主な管理責任者は

中国籍を有していなければならず、理事

会、董事会又は共同管理委員会の中国側

構成員が 1/2 を下回ってはならない（外

国教育機構、その他組織或いは個人は、

単独に中国国民を主な募集対象とする学

校や教育機関を設立してはならない（非

学制類の職業技能研修は含まない）が、

外国教育機構は中国の教育機構と連携し

て中国国民を主な募集対象とする教育機

構を設立可能） 

21.就学前、普通高校、高等教

育機関は合作に限って、且つ中

国側が主導しなければならな

い（校長又は主な管理責任者は

中国籍を有していなければな

らず、理事会、董事会又は共同

管理委員会の中国側構成員が

1/2 を下回ってはならない（外

国教育機構、その他組織或いは

個人は、単独に中国国民を主な

募集対象とする学校や教育機

関を設立してはならない（非学

制類の職業研修機構、学制類職

業教育機構は含まない）が、外

国教育機構は中国の教育機構

と連携して中国国民を主な募

集対象とする教育機構を設立

可能。） 

調整 

14 衛生と 30.医療機構は合弁、合作に限る。 23.医療機構は合弁に限る。 調整 
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社会事業 

 

3. 企業への影響 
2020 年は中国の『外商投資法』元年で、「参入前国民待遇」＋「（外資）ネガティブリスト」の

全面実施に伴い、中国の外商投資に対する管理はさらに規範化、透明化されつつあります。年初から

始まったコロナ禍が外商投資に大きなショックを与えていましたが、事態は収束に向かい経済復興が

進んでいることに加え、今回「2020 版外資ネガティブリスト」が具体化されたことで、より多くの

外商投資が今後進んでいくことが期待されています。 
 
引続き関連情報をフォローの上、随時情報展開させて頂きます。 

 

以上 
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以下は、中国語原文と日本語参考訳です。 
中国語原文 日本語参考訳 

中华人民共和国国家发展和改革委员会 
中华人民共和国商务部 

令第 32 号 
 

《外商投资准入特别管理措施（负面清单）

（2020 年版）》已经党中央、国务院同意，现予

以发布，自 2020 年 7 月 23 日起施行。2019 年

6 月 30 日国家发展和改革委员会、商务部发布

的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）

（2019 年版）》同时废止。 
  

国家发展和改革委员会主任：何立峰 
商务部部长：钟 山 
2020 年 6 月 23 日 

 
外商投资准入特别管理措施（负面清单） 

（2020 年版） 
说明 

 
一、《外商投资准入特别管理措施（负面清

单）》（以下简称《外商投资准入负面清单》）统

一列出股权要求、高管要求等外商投资准入方面

的特别管理措施。《外商投资准入负面清单》之

外的领域，按照内外资一致原则实施管理。 
 
 
二、《外商投资准入负面清单》对部分领域

列出了取消或放宽准入限制的过渡期，过渡期满

后将按时取消或放宽其准入限制。 
 
 
三、境外投资者不得作为个体工商户、个人

独资企业投资人、农民专业合作社成员，从事投

资经营活动。 
 
四、有关主管部门在依法履行职责过程中，

对境外投资者拟投资《外商投资准入负面清单》

内领域，但不符合《外商投资准入负面清单》规

定的，不予办理许可、企业登记注册等相关事项；

涉及固定资产投资项目核准的，不予办理相关核

准事项。投资有股权要求的领域，不得设立外商

投资合伙企业。 

中華人民共和国国家発展改革委員会 
中華人民共和国商務部 

令第 32 号 
 

党中央、国務院の同意を得て、『外商投資参入特別

管理措置（ネガティブリスト）（2020 年版）』を公布

する。2020 年 7 月 23 日から正式に実施する。2019
年 6 月 30 日付で国家発展改革委員会及び商務部が

公布した『外商投資産業指導目録（2019 年版）』は

同時に廃止する。 

 

国家発展改革委員会主任：何立峰 

商務部部長：鐘山 

2020 年 6月 23日 

 

外商投資参入特別管理措置 

（ネガティブリスト）（2020年版） 

説明 

 

一、『外商投資参入特別管理措置（ネガティブリス

ト）』（以下略称、『外商投資参入ネガティブリスト』）

は出資持分条件、高級管理職に対する要求など、外

商投資参入に関する制限措置を統一的に明記する。

『外商投資参入ネガティブリスト』以外の領域につ

き、内外資一致の原則に基づき管理を実施する。 

 

二、『外商投資参入ネガティブリスト』は一部の領

域に対し参入制限を撤廃、もしくは緩和する移行期

間を明記し、移行期間満了後にはスケジュール通り

に参入制限を撤廃もしくは緩和する。 

 

三、域外投資者は個人商工業者、個人独資企業の

出資者、農民専業合作社メンバーとして経営活動に

従事してはならない。 

 

四、関連主管部門は法に基づき職責を履行する過

程において、域外投資者が『外商投資参入ネガティ

ブリスト』以内の領域に投資するが、『外商投資参入

ネガティブリスト』の規定に適合しない場合に対し、

許可、企業登記登録等の関連事項を取り扱わない。

固定資産投資プロジェクト認可に係る場合、関連認

可事項を取り扱わない。投資に持分の要求がある領
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五、经国务院有关主管部门审核并报国务院

批准，特定外商投资可以不适用《外商投资准入

负面清单》中相关领域的规定。 
 
 
六、境内公司、企业或自然人以其在境外合

法设立或控制的公司并购与其有关联关系的境

内公司，按照外商投资、境外投资、外汇管理等

有关规定办理。 
 
七、《外商投资准入负面清单》中未列出的

文化、金融等领域与行政审批、资质条件、国家

安全等相关措施，按照现行规定执行。 
 
 
八、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系

的安排》及其后续协议、《内地与澳门关于建立

更紧密经贸关系的安排》及其后续协议、《海峡

两岸经济合作框架协议》及其后续协议、我国缔

结或者参加的国际条约、协定对境外投资者准入

待遇有更优惠规定的，可以按照相关规定执行。

在自由贸易试验区等特殊经济区域对符合条件

的投资者实施更优惠开放措施的，按照相关规定

执行。 
 
 
 
九、《外商投资准入负面清单》由国家发展

改革委、商务部会同有关部门负责解释。 

域において、外商投資パートナー企業を設立しては

ならない。 

 

五、国務院の関連主管部門の審査を経て、国務院

の批准を得た場合、特定の外商投資については、『外

商投資参入ネガティブリスト』における関連領域の

規定を適用しないことができる。 

 

六、域外公司、企業もしくは自然人は、その域外

にて合法的に設立・支配する会社を使って関連関係

のある域外会社を買収する場合、外商投資、域外投

資、外貨管理等の関連規定に基づき取り扱う。 

 

七、『外商投資参入ネガティブリスト』に明記され

ていない文化、金融などの領域における行政審査批

准、資格条件、国家安全などに関する措置は、現行

の規定に基づき実施する。 

 

八、『内地と香港がより密接な経済貿易関係を構築

することについての手配』およびその後の協議、『内

地とマカオがより密接な経済貿易関係を構築するこ

とについての手配』およびその後の協議、『海峡両岸

経済合作スキーム協議』及びその後の協議、中国が

締結もしくは参加する国際条約、協定に域外投資者

に対し更なる優遇開放措置のあるものは、その関連

協議或は協定の規定に従うことができる。自由貿易

試験区などの特別経済区域において条件に合致する

投資者に更なる開放措置を実施する場合、関連規定

に従う。 

 

九、『外商投資参入ネガティブリスト』は国家発展

改革委員会、商務部が関連部門と連携し、解釈に責

任を負う。 
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外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2020 年版） 

No 特別管理措置 

一、農業、林業、牧畜業、漁業 

1 
小麦の新品種の選択育成及び種子の生産は、中国側の持分比率が34％以上。トウモロコシの新品種の選択

育成及び種子の生産における中国側の持株比率は、中国側でマジョリティを取らなければならない。 

2 
中国の稀有及び特有の貴重な優良品種の研究開発、養殖、栽培及び関連繁殖材料の生産（栽培業、牧畜業、

水産業の優良遺伝子を含む）に投資禁止。 

3 
農作物、種畜・種家禽、水産種苗の遺伝子組換品種の選択・育成及びその遺伝子組換種子（苗）の生産に

投資禁止。 

4 中国の管轄海域及び内陸水域の水産物の漁獲に投資禁止。 

二、採掘業 

5 希土類、放射性鉱物、タングステンの探査、採掘に投資禁止。 

三、製造業 

6 出版物の印刷は、中国側でマジョリティを取らなければならない。 

7 
漢方煎じ薬の蒸し、炒め、あぶり、焼成等の調製技術の応用、及び漢方製剤の秘伝処方製品の生産に投資

禁止。 

8 

専用車、新エネルギー車、商用車を除き、完成車製造の中国側の持株比率は50%を下回らず、1社の域外投

資者は、同じ種類の完成車製品を生産する合弁企業を中国国内に2社まで（2社を含む）設立することがで

きる。（2022年に乗用車製造の外資持株比率制限及び1社の域外投資者は同じ種類の完成車製品を生産する

合弁企業を中国国内に2社まで（2社を含む）とする制限を撤廃） 

9 衛星テレビ放送に係る地上受信設備及び主要部品の生産。 

四、電力、熱エネルギー、ガス及び水の生産及び供給業 

10 原子力発電所の建設、経営は中国側でマジョリティを取らなければならない。 

五、卸売と小売業 

11 たばこの葉、紙巻きたばこ、再乾燥したたばこの葉及びその他のたばこ製品の卸売、小売に投資禁止。 

六、交通運輸、倉庫貯蔵と郵政業 

12 国内水上輸送会社は中国側でマジョリティを取らなければならない。 

13 

公共航空運輸会社は中国側でマジョリティを取らなければならず、且つ1社の域外投資者及びその関連会

社の投資比率の合計が25%を超えてはならない、且つ法定代表者は中国国籍を所有していなければならな

い。一般航空会社の法定代表者は中国国籍を有し、そのうち、農業、林業、漁業の一般航空会社は合弁に

限る。その他の一般航空会社は中国側でマジョリティを取らなければならない。 

14 民間用空港の建設、経営は中国側で相対マジョリティを取らなければならない。外国側は空港管制塔の建

設・運営に参与してはならない。 

15 郵便会社、郵便の国内速達業務に投資禁止。 

七、情報通信、ソフトウェアと情報技術サービス業 
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16 
電信会社：中国がWTO加盟時に開放を承諾した電信業務に限る、増値電信業務（電子商取引、国内複数先

通信、記憶配布類、コールセンターを除く）の外資比率は50％を超えてはならない、基礎電信業務は中国

側でマジョリティを取らなければならない。 

17 
インターネットニュース情報サービス、ニュースサイト、インターネット出版サービス、インターネット

視聴番組サービス、インターネットコンテンツの運営（音楽を除く）、インターネット大衆公布情報サー

ビスのうち、中国がWTO加盟時に開放を承諾した内容以外は投資禁止。 

八、リースと商務サービス業 

18 
中国法律事務コンサルティング（中国法律環境の影響に関する情報の提供を除く）に投資禁止。国内弁護

士事務所のパートナーになってならない。 

19 
マーケティング調査は合弁に限定。そのうち、ラジオ・テレビの視聴調査については中国側でマジョリティ

を取らなければならない。 

20 社会調査に投資禁止。 

九、科学研究と技術サービス業 

21 人体幹細胞、遺伝子診断と治療技術の開発及び応用に投資禁止。 

22 人文社会科学研究機構に投資禁止。 

23 

陸上測量、海洋測量製図、測量製図用航空撮影、地面移動測量、行政区域境界測量製図、地形図、世界行

政区画地図、全国行政区画地図、省クラス以下の行政区画地図、全国版地図教材、地方版地図教材、リア

ル三次元地図及びナビゲーション電子地図の編製、地域別の地質図、鉱物地質、地球物理、地球化学、水

文地質、環境地質、地質災害、地質の遠隔探査等の調査に投資禁止 (鉱業権利人がその鉱業権利範囲内に

おいて業務を展開する場合この特別管理措置に制限されない) 。 

十、教育 

24 
就学前、普通高校、高等教育機関は合作に限って、且つ中国側が主導しなければならない（校長又は主な

管理責任者は中国籍を有していなければならず、理事会、董事会又は共同管理委員会の中国側構成員が1/2

を下回ってはならない。 

25 義務教育機関、宗教教育機関に投資禁止。 

十一、衛生と社会事業 

26 医療機構は合弁に限る。 

十二、文化、スポーツ、娯楽業 

27 報道機構に投資禁止（通信社に限らない）。 

28 
書籍、新聞、定期刊行物、オーディオ・ビジュアル製品及び電子出版物の編集、出版、製作業務に投資禁

止。 

29 

各級のラジオ放送局（ステーション）、テレビ局（ステーション）、ラジオ・テレビチャンネル（周波数）、

ラジオ・テレビ放送ネットワーク（送信局、中継局、ラジオ・テレビ衛星、衛星送信ステーション、衛星

受信中継ステーション、マイクロ波ステーション、監視局、有線ラジオ・テレビ放送ネットワーク）に投

資禁止。ラジオテレビビデオ指定放送業務及びテレビ衛星ラジオ地面収集設備の設定サービスに従事禁

止。 

30 ラジオ・テレビ番組の製作運営（輸入業務を含む）会社に投資禁止。 
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31 映画製作会社、配給会社、配給上映会社及び映画輸入業務に投資禁止。 

32 文物を競売する競売企業、商店及び国有文物博物館に投資禁止。 

33 文芸公演団体に投資禁止。 
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中国語原文 日本語参考訳 
中华人民共和国国家发展和改革委员会 

中华人民共和国商务部 
令第 33 号 

 
《自由贸易试验区外商投资准入特别管理

措施（负面清单）（2020 年版）》已经党中央、

国务院同意，现予以发布，自 2020 年 7 月 23
日起施行。2019 年 6 月 30 日国家发展和改革委

员会、商务部发布的《自由贸易试验区外商投资

准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》

同时废止。 
 

国家发展和改革委员会主任：何立峰 
商务部部长：钟  山 
2020 年 6 月 23 日 

 
自由贸易试验区外商投资准入 

特别管理措施（负面清单）（2020 年版） 
说明 

 
一、《自由贸易试验区外商投资准入特别管

理措施（负面清单）》（以下简称《自贸试验区负

面清单》）统一列出股权要求、高管要求等外商

投资准入方面的特别管理措施，适用于自由贸易

试验区。《自贸试验区负面清单》之外的领域，

按照内外资一致原则实施管理。 

 

 
二、《自贸试验区负面清单》对部分领域列

出了取消或放宽准入限制的过渡期，过渡期满后

将按时取消或放宽其准入限制。 
 
 
三、境外投资者不得作为个体工商户、个人

独资企业投资人、农民专业合作社成员，从事投

资经营活动。 
 
四、有关主管部门在依法履行职责过程中，

对境外投资者拟投资《自贸试验区负面清单》内

领域，但不符合《自贸试验区负面清单》规定的，

不予办理许可、企业登记注册等相关事项；涉及

固定资产投资项目核准的，不予办理相关核准事

项。投资有股权要求的领域，不得设立外商投资

中華人民共和国国家発展改革委員会 
中華人民共和国商務部 

令第 33 号 
 
 党中央、国務院の同意を得て、『自由貿易試験区外

商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2020 年

版）』を公布する。2020 年 7 月 23 日から正式的に実施

する。2019 年 6 月 30 日国家発展改革委員会、商務部

が公布した『自由貿易試験区外商投資参入特別管理

措置（ネガティブリスト）（2019 年版）』は廃止とする。 
 
 

国家発展改革委員会主任：何立峰 
商務部部長：鐘山 
2020 年 6 月 23 日 

 
自由貿易試験区外商投資参入 

特別管理措置（ネガティブリスト）（2020 年版） 
説明 

 
一、『自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置

（ネガティブリスト）』（以下略称、『自貿試験区ネガティブ

リスト』）は出資持分条件、高級管理職に対する要求等、

外商投資参入に関する制限措置を統一して明記し、自

由貿易試験区に適用する。『自貿試験区ネガティブリス

ト』以外の領域につき、内外資一致の原則に基づき管

理を実施する。 
 
二、『自貿試験区ネガティブリスト』は一部の領域に対

し参入制限を撤廃、あるいは緩和する移行期間を明記

し、移行期間満了後、スケジュール通りに参入制限を撤

廃、あるいは緩和する。 
 
三、域外投資者は個人商工業者、個人独資企業の

出資者、農民専業合作社メンバーとして経営活動に従

事してはならない。 
 
四、関連主管部門は法に基づき職責を履行する過

程において、国外投資者が『自貿試験区ネガティブリス

ト』以内の領域に投資するが、『自貿試験区ネガティブリ

スト』の規定に適合しない場合に対し、許可、企業登

記登録等の関連事項を取り扱わない。固定資産投資

プロジェクト認可に係る場合、関連認可事項を取り
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合伙企业。 
 
 
五、经国务院有关主管部门审核并报国务院

批准，特定外商投资可以不适用《自贸试验区负

面清单》中相关领域的规定。 
 
 
六、境内公司、企业或自然人以其在境外合

法设立或控制的公司并购与其有关联关系的境

内公司，按照外商投资、境外投资、外汇管理等

有关规定办理。 
 
七、《自贸试验区负面清单》中未列出的文

化、金融等领域与行政审批、资质条件、国家安

全等相关措施，按照现行规定执行。 
 
 
八、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系

的安排》及其后续协议、《内地与澳门关于建立

更紧密经贸关系的安排》及其后续协议、《海峡

两岸经济合作框架协议》及其后续协议、我国缔

结或者参加的国际条约、协定对境外投资者准入

待遇有更优惠规定的，可以按照相关规定执行。 
 
 
 
九、《自贸试验区负面清单》由国家发展改

革委、商务部会同有关部门负责解释。 

扱わない。投資に持分の要求がある領域において、

外商投資パートナー企業を設立してはならない。 

 

五、国務院の関連主管部門の審査経て、国務院の

批准を得た場合、特定の外商投資は『自貿試験区ネガ

ティブリスト』における関連領域の規定に適用しないこ

とができる。 

 

六、国内公司、企業もしくは自然人は、その国外

にて合法的に設立・支配する会社を使って関連関係

のある国内会社を買収する場合、外商投資、国外投

資、外貨管理等の関連規定に基づき取り扱う。 

 

七、『自貿試験区ネガティブリスト』に明記されていな

い文化、金融などの領域における行政審査批准、資

格条件、国家安全などに関する措置は、現行の規定

に基づき実施する。 

 

八、『内地と香港がより密接な経済貿易関係を構築

することについての手配』およびその後の協議、『内

地とマカオがより密接な経済貿易関係を構築するこ

とについての手配』およびその後の協議、『海峡両岸

経済合作スキーム協議』及びその後の協議、中国が

締結もしくは参加する国際条約、協定に国外投資者

に対し更なる優遇開放措置のあるものは、その関連

規定に従うことができる。 

 

九、『自貿試験区ネガティブリスト』は国家発展改革委

員会、商務部が関連部門と連携し、解釈に責任を負

う。 
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自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2020年版） 

No 特別管理措置 

一、農業、林業、牧畜業、漁業 

1 
小麦とトウモロコシの新品種の選択育成及び種子の生産における中国側持株比率は、34％を下回らなけれ

ばならない。 

2 
中国の稀有及び特有の貴重な優良品種の研究開発、養殖、栽培及び関連繁殖材料（栽培業、牧畜業、水産

業の優良遺伝子を含む）の生産に投資禁止。 

3 
農作物、種畜・種家禽、水産種苗の遺伝子組換品種の選択・育成及びその遺伝子組換種子（苗）の生産に

投資禁止。 

二、採掘業 

4 
希土類、放射性鉱物、タングステンの探査、採掘に投資禁止。（許可を経ずに希土鉱区への進入もしくは

鉱山地質資料、鉱石サンプルおよび生産工芸技術の取得を禁止。） 

三、製造業 

5 

専用車、新エネルギー車、商用車を除き、完成車製造の中国側の持株比率は50%を下回らず、1社の域外投

資者は、同じ種類の完成車製品を生産する合弁企業を中国国内に2社まで（2社を含む）設立することがで

きる（2022年に乗用車製造の外資持株比率制限及び1社の域外投資者は同じ種類の完成車製品を生産する

合弁企業を中国国内に2社まで（2社を含む）とする制限を撤廃。 

6 衛星テレビ放送に係る地上受信設備及び主要部品の生産。 

四、電力、熱エネルギー、ガス及び水の生産及び供給業 

7 原子力発電所の建設、経営は中国側でマジョリティを取らなければならない。 

五、卸売と小売業 

8 たばこの葉、紙巻きたばこ、再乾燥したたばこの葉及びその他のたばこ製品の卸売、小売に投資禁止。 

六、交通運輸、倉庫貯蔵と郵政業 

9 

国内水上輸送会社は中国側でマジョリティを取らなければならない（且つ中国籍船舶あるいは船スペース

を経営或いはレンタルする等の方式で水路運輸業務及びその付随活動を経営してはならない。水路運輸経

営者は外国籍船舶を使用し、国内水路運輸業務を経営してはならないが、中国政府の許可を経て、中国国

内で申請した運送要求に満たす中国籍の船舶がなく、且つ船舶の停泊する港或いは水域は対外開放の港或

いは水域の場合、水路運輸経営者は中国政府に規定された期間或いは便数において臨時的に外国籍に船舶

を利用し、中国の港の間の海上運送と曳航業務を経営できる）。 

10 

公共航空運輸会社は中国側でマジョリティを取らなければならなく、且つ1社の域外投資者及びその関連

会社の投資比例が25%を超えてはならない、且つ法定代表者は中国国籍を所有していなければならない。

一般航空会社の法定代表者は中国国籍を有し、その中、農業、林業、漁業の一般航空会社は合弁に限る。

その他の一般航空会社は中国側でマジョリティを取らなければならない。（国内航空サービスを経営でき

るのは中国の公共航空運送企業のみ、且つ中国が指定した運送業者として定期と不定期の国際航空サービ

スを提供する。） 

11 
民間用空港の建設、経営は中国側で相対マジョリティを取らなければならない。外国側は空港管制塔の建

設・運営に参与してはならない。 

12 郵便会社、郵便の国内速達業務に投資禁止、郵政サービスに経営禁止。 

七、情報通信、ソフトウェアと情報技術サービス業 
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13 

電信会社：中国がWTO加盟時に開放を承諾した電信業務に限る、増値電信業務（電子商取引、国内複数先

通信、記憶配布類、コールセンターを除く）の外資比率は50％を超えてはならない、基礎電信業務は中国

側でマジョリティを取らなければならない（且つ経営者は法に基づき設立された専門的に基礎電信業務を

従事する会社でなければならない）。上海自貿試験区の従来エリア（28.8平方キロメートル）のパイロッ

ト政策はすべての自貿試験区に展開。 

14 
インターネットニュース情報サービス、ニュースサイト、インターネット出版サービス、インターネット

視聴番組サービス、インターネットコンテンツの運営（音楽を除く）、インターネット大衆公布情報サー

ビスのうち、中国がWTO加盟時に開放を承諾した内容以外は投資禁止。 

八、リースと商務サービス業 

15 

中国法律事務事務（中国法律環境の影響に関する情報の提供を除く）に投資禁止。国内弁護士事務所のパー

トナーになっていけない（外国弁護士事務所の中国進出は出張所の形に限り、且つ中国弁護士執務資格を

持つ弁護士の雇用をしてはならず、雇用した人員は当事者への法律サービスを提供禁止。中国で代表機構

を設立、駐在代表を派遣する場合、中国司法行政部門の許可を得なければならない）。 

16 
マーケティング調査は合弁に限定。そのうち、ラジオ・テレビの視聴調査については中国側でマジョリティ

を取らなければならない。 

17 社会調査に投資禁止。 

九、科学研究と技術サービス業 

18 人体幹細胞、遺伝子診断と治療技術の開発及び応用に投資禁止。 

19 人文社会科学研究機構に投資禁止。 

20 

陸上測量、海洋測量製図、測量製図用航空撮影、地面移動測量、行政区域境界測量製図、地形図、世界行

政区画地図、全国行政区画地図、省クラス以下の行政区画地図、全国版地図教材、地方版地図教材、リア

ル三次元地図及びナビゲーション電子地図の編製、地域別の地質図、鉱物地質、地球物理、地球化学、水

文地質、環境地質、地質災害、地質の遠隔探査等の調査に投資禁止(鉱業権利人がその鉱業権利範囲内に

おいて業務を展開する場合この特別管理措置に制限されない) 。 

十、教育 

21 

就学前、普通高校、高等教育機関は合作に限って、且つ中国側が主導しなければならない（校長又は主な

管理責任者は中国籍を有していなければならず、理事会、董事会又は共同管理委員会の中国側構成員が1/2

を下回ってはならない（外国教育機構、その他組織或いは個人は、単独に中国国民を主な募集対象の学校

や教育機関を設立してはならない（非学制類の職業研修機構、学制類職業教育機構は含まない）が、外国

教育機構は中国の教育機構と連携して中国国民を主な募集対象とする教育機構を設立可能。） 

22 義務教育機関、宗教教育機関に投資禁止。 

十一、衛生と社会事業 

23 医療機構は合弁に限る。 

十二、文化、スポーツ、娯楽業 

24 

報道機構に投資禁止（通信社に限らない）。（外国報道機構が中国域内で常駐報道機構を設立し、中国に駐

在記者を派遣する場合、中国政府の許可を得なければならない。外国通信社が中国域内で報道関連のサー

ビス業務を提供する場合、中国政府の許可を得なければならない。中外報道機構業務提携は、中国側が主

導し、かつ中国政府の許可を得なければならない） 
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25 

書籍、新聞、定期刊行物、オーディオ・ビジュアル製品及び電子出版物の編集、出版、製作業務に投資禁

止（ただし、中国政府の批准を経て、中国側の経営主導権および内容の最終審査権を確保し、かつ中国政

府の要求するその他条件に遵守する場合、中外出版単位は新聞出版中外合作出版プロジェクトを実施可

能。中国政府の批准を経ず、中国国内で金融情報サービスの提供を禁止。） 

26 

各級のラジオ放送局（ステーション）、テレビ局（ステーション）、ラジオ・テレビチャンネル（周波数）、

ラジオ・テレビ放送ネットワーク（送信局、中継局、ラジオ・テレビ衛星、衛星送信ステーション、衛星

受信中継ステーション、マイクロ波ステーション、監視局、有線ラジオ・テレビ放送ネットワーク）に投

資禁止。ラジオテレビビデオ指定放送業務及びテレビ衛星ラジオ地面収集設備の設定サービスに従事禁

止。 

27 
ラジオ・テレビ番組の製作運営（輸入業務を含む）会社に投資禁止。（国外ドラマの輸入および衛星転送

方式でその他国外テレビ番組の輸入は広電総局が指定する単位より申告。中外合作で作成したテレビドラ

マ（テレビアニメを含む）に対して許可制度を実行。） 

28 
映画製作会社、配給会社、配給上映会社及び映画輸入業務に投資禁止。（ただし、批准を経た場合、中外

企業の合作で映画撮影を許可。） 

29 

文化財を競売する競売企業、商店及び国有文化財博物館に投資禁止。（移動不可文化財および国が出国を

禁止する文化財を外国人に譲渡、抵当、賃貸することを禁止。無形文化財の調査機構の設立及び経営を禁

止する。国外組織もしくは個人は中国国内で無形文化財の調査および考古調査、探鉱、発掘を行う場合、

中国と合作の形式を取り、かつ専門の審査許可を経る必要がある。） 

30 文芸公演団体は、中国側でマジョリティを取らなければならない。 

 
【日本語参考訳：MUFG バンク（中国）有限公司 リサーチ＆アドバイザリー部】 
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